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ICカード乗車券取扱規則 改正内容 

改正後 現行 

前略 前略 
 （障害者割引）  （身体障害者割引および知的障害者割引） 

第16条 当社が別に定める身体障害者旅客運賃割引基準、

知的障害者旅客運賃割引基準または精神障害者旅客運賃割

引基準により、割引を受けようとする旅客がＩＣカード乗

車券による乗車の意思を表示したときは、当社線内を利用

する場合に限り、ＩＣＳＦ乗車券による乗車では当該区間

の片道普通旅客運賃、ＩＣ定期乗車券またはＩＣ企画乗車

券による乗車では第14条の２の規定により算出する片道普

通旅客運賃相当額、または片道普通旅客運賃からそれぞれ

５割引した額を減額する。 

第16条 当社が別に定める身体障害者旅客運賃割引基準お

よび知的障害者旅客運賃割引基準により、割引を受けよう

とする旅客がＩＣカード乗車券による乗車の意思を表示し

たときは、当社線内を利用する場合に限り、ＩＣＳＦ乗車

券による乗車では当該区間の片道普通旅客運賃、ＩＣ定期

乗車券またはＩＣ企画乗車券による乗車では第14条の２の

規定により算出する片道普通旅客運賃相当額、または片道

普通旅客運賃からそれぞれ５割引した額を減額する。 

２ 身体障害者、知的障害者または精神障害者が単独で乗

車するとき、ならびに第１種身体障害者、第１種知的障害

者または第１種精神障害者が介護者とともに乗車するとき

は、前項による割引の取扱いを行う。 

２ 第１種身体障害者、第２種身体障害者、第１種知的障

害者および第２種知的障害者が単独で乗車するとき、なら

びに第１種身体障害者および第１種知的障害者が介護者と

ともに乗車するときは、前項による割引の取扱いを行う。 

３ 前各項にかかわらず、当社を含むＩＣ鉄道事業者相互

間を乗車した場合は、次の各号に定めるとおりとする。 

３ 前各項にかかわらず、当社を含むＩＣ鉄道事業者相互

間を乗車した場合は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (１) 前条第１項から第５項の規定により算出する片道

普通旅客運賃相当額、または片道普通旅客運賃からそれぞ

れ５割引した額を減額する。 

 (１) 前条第１項から第５項の規定により算出する片道

普通旅客運賃相当額、または片道普通旅客運賃からそれぞ

れ５割引した額を減額する。 

 (２) 旅客は２以上の旅客運賃の割引が適用される場合

であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することがで

きない。ただし、第１項に定める割引と前条第５項に規定

する割引との重複についてはこの限りでない。 

 (２) 旅客は２以上の旅客運賃の割引が適用される場合

であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することがで

きない。ただし、第１項に定める割引と前条第５項に規定

する割引との重複についてはこの限りでない。 

４ 前各項の取扱いは、第５条第１項の規定にかかわらず、

改札機等による改札を受けて入場し、出場時に係員に身体

障害者手帳または療育手帳を呈示するものとする。 

４ 前各項の取扱いは、第５条第１項の規定にかかわらず、

改札機等による改札を受けて入場し、出場時に係員に身体

障害者手帳または療育手帳を呈示するものとする。 

  

  

 （障害者割引運賃の端数処理） 

 （身体障害者割引運賃および知的障害者割引運賃の端数

処理） 

第16条の２ 前条第１項の規定により割引の運賃を減額す

る場合、１円未満の端数があるときは、１円未満の端数を

第16条の２ 前条第１項の規定により割引の運賃を減額す

る場合、１円未満の端数があるときは、１円未満の端数を
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切り捨てた額とする。 切り捨てた額とする。 

後略 後略 
 


